　歌のWA！　in　横手　実行委員会　規約
（基本理念）
　　　　横手では、「文化・芸術」分野での事業企画、とくにプロを招へいするものが少ないこ

と、および既存の合唱団や音楽関連グループの次世代への継承・活性化が求められて

いる現状です。これらの課題解決のために、「文化・芸術」関連事業を立案・実行し、「まち
づくり」の次の担い手育成も含めて取り組み、心も満たされた市民が増えることにより、
より元気な横手を作り出すことを目指します。
第１章 総 則

（名 称）

第1条 本団体は、「歌のWA! in 横手　実行委員会」と称する。
（事務所）
第2条 本団体は事務所を、横手市内事務局宅に置く。
（目 的）
第3条 本団体の活動は、「文化・芸術」分野での企画立案を通して、横手のまちを元気にするこ

とを目的とする。
（活動内容）
第４条 本団体は目的を達成するために次の活動を行なう。

1 コンサート「つなげよう！　歌のWA！ in 横手」の企画・実行
2 目的を達成するための事業実施、および人材育成
第2章　実行委員会

（実行委員会の構成）

第5条 本会の目的に賛同する個人で実行委員会を構成する。

第6条 実行委員会は、本会主催事業に関する最高決議機関とする。

第7条 実行委員会に、実行委員長1名、相談役1名、事務局、監査を置く。実行委員長、相談役の人選は、実行委員会での協議で決定される。
（実行委員会の運営）

第8条 実行委員会に音楽監督を置き、事業実施がスムーズに動くようにする。
第9条 実行委員会開催時には、記録を作成し、作成した記録は司会者の確認後、実行委員すべてに配布する。

第10条 規約の変更は、実行委員会で協議し承認された場合に効力を発する。

活動資金に関する規則

（準則）

第1条 事業実施に際しては、参加費、協賛金、寄付、助成金、補助金などの収入源を考え、必要

な活動資金を生み出す努力を行う。

附則

　この規約は、2011年7月2日より発効する。
